
ＩＳＳＮ 03 8 6－5 8 7 8  

土木研究所資料 第 4283号

土 木 研 究 所 資 料

部分ストレーナ孔による

間隙水 観測の手引き（案）

成 26 5月

立行政法人 木研究

砂管 グル プ

べ り チ ム



Copyright © (2014) by P.W.R.I. 

     All rights reserved. No part of this book may be reproduced by any means, nor 

transmitted, nor translated into a machine language without the written permission of the 

Chief Executive of P.W.R.I.

 この報告書は、独立行政法人土木研究所理事長の承認を得て刊行したものである。し

たがって、本報告書の全部又は一部の転載、複製は、独立行政法人土木研究所理事長の

文書による承認を得ずしてこれを行ってはならない。



 

 

土 木 研 究 所 資 料 

第 4283号 2014年 5月 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

地すべりチーム  上席研究員 石井 靖雄 
 元  上席研究員  武士 俊也* 
  主任研究員  杉本 宏之 
 元  交流研究員 中野 英樹** 
 元  交流研究員 宇都 忠和** 

 元  交流研究員 樽角  晃*** 
 元  交流研究員 本間 宏樹*** 

  交流研究員  柴崎 宜之 

 

要 旨： 

 

 

 

 

 

 

キーワード：地すべり、地下水、間隙水圧、部分ストレーナ孔 
 

* 
  現 ブラジル連邦共和国都市省 

** 
  現 株式会社エイト日本技術開発 

***
  現 応用地質株式会社 

 

地すべりの機構解析や斜面安定解析を実施するためには、すべり面の間隙水圧の把握が必要とな

る。特に、難透水層によって隔てられた複数の帯水層が地すべり地に存在する場合には、すべり面付

近の帯水層の間隙水圧を観測する必要がある。本手引きでは、部分ストレーナ孔を計画するための標

準的な調査・計画手法を提案するとともに、観測孔の設置に関する留意点を示した。 
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はじめに 

地すべりの機構解析や斜面安定解析を実施するためには、すべり面の間隙水圧の把握が必要となる。

特に、難透水層によって隔てられた複数の帯水層が地すべり地に存在する場合には、すべり面付近の

帯水層の間隙水圧を観測する必要があり、観測を行うボーリング孔の帯水層や難透水層の分布を、調

査によって把握することが重要となる１）。 
地すべり地における地下水観測の実態について平成 22～23 年度に調査を行った結果（解説資料 1

参照）によると、多くの現場で地下水検層等の調査が行われているものの、帯水層や難透水層の分布

を踏まえて間隙水圧を観測している現場は少ないことが明らかとなった。また、多くの現場では全区

間ストレーナ孔（全孔ストレーナ孔ともいう）が採用されている。しかし、難透水層によって隔てら

れた複数の帯水層がある場合、全区間ストレーナ孔では他の深度の帯水層への逸水や複数の帯水層の

水位の合成により、目的とする帯水層の間隙水圧を正しく反映した孔内水位が形成されないため、す

べり面の間隙水圧を正しく観測できないケースが多い。このような間隙水圧データでは、地すべりの

機構解析や斜面安定解析を適切に行うことは出来ない。 
これらの課題を解決するために、埋設型間隙水圧計やすべり面付近のみをストレーナ加工した部分

ストレーナ孔による観測が行われている２）。埋設型間隙水圧計は、間隙水圧を直接計測できる利点が

あり、良好なデータが得られると考えられるが、深いすべり面への設置やメンテナンス等には技術を

要するという指摘もある３）。一方、部分ストレーナ孔は、間隙水圧計よりも設置やメンテナンスが比

較的容易である。これまでの実績において全区間ストレーナ孔がほとんどの現状を鑑みると、現時点

においては、部分ストレーナ孔の採用が上記課題の現実的な解決法と考えられる。しかし、部分スト

レーナ孔による観測であっても、現在のところ普及するには至っていない。その理由としては、①部

分ストレーナ孔を計画・設置する標準的な手法が示されていないこと、②全区間ストレーナと比較す

ると設置が難しいことが挙げられる。 
本手引きでは、部分ストレーナ孔による間隙水圧観測の普及を目的として、部分ストレーナ孔を計

画するための標準的な調査・計画手法を提案するとともに、観測孔の設置に関する留意点を示した。 
本手引きは、本文と解説資料 1～5 からなり、次の点に留意してとりまとめた。 
○連続ステップ孔内試験（試錐日報解析、地下水検層）によって、水理地質調査（地下水の有無、

地盤の透水性の状況の調査）と部分ストレーナ孔の設置を一孔で行う方法を提案した。 
○試錐日報解析と地下水検層での帯水層の検出精度を高めるため、自然水位状態と汲み上げ状態で

の計測を併用することを提案した。 
○部分ストレーナ構造を検討するため、地下水の有無と地盤の透水性の高低を組み合わせた単純な

水理地質区分を提案し、その水理地質区分に基づく部分ストレーナ構造の計画方法を示した。 
○観測孔の設置について、現場でのノウハウ等の留意点をとりまとめた。 
本文では、設置に必要な調査と設置手法の全体像が容易に把握できるよう、要点のみに絞って記述

しているため、計画・設置を行う際は、解説資料 1～5 も参照していただきたい。 
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なお、本手引きは、土木研究所と民間 4 社（応用地質株式会社、株式会社オサシ・テクノス、国土

防災技術株式会社、坂田電機株式会社）の共同研究「地すべりに影響を及ぼす地下水の調査・観測に

関する共同研究」の成果の一部である。 
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１．総説 

１．１．間隙水圧観測の目的 

 

 すべり面の間隙水圧観測は、地すべりの機構解析や斜面安定解析等を実施するために必要な間隙水

圧データを得る事を目的として実施する。間隙水圧は直接的に間隙水圧計等によって測定することが

望ましいが、それが困難な場合には、ボーリング孔内の地下水位で代用する。 

地すべり土塊内には、地すべりの滑動に直接関係しない地下水も含めて複数の帯水層が存在してい

る場合が少なくない。したがって、地下水位で代用する場合には、部分ストレーナ孔等によって、す

べり面付近の間隙水圧を観測する。 

 

解説 

1）間隙水圧観測の目的 

間隙水圧観測で得られたデータは、以下のような地すべりの機構解析、安定解析、対策工の配置計

画等に用いられる。 

○地下水位変動と降雨や地すべり滑動との関係についての解析（地すべり機構解析） 
○安定解析への入力値としての間隙水圧（安定解析） 
○地下水分布状況に基づいた地下水排除工の配置の計画（対策工の配置計画） 
○地下水排除工施工後の間隙水圧と地すべり移動量の変化に基づく効果の評価（対策工の効果評価） 
○地下水位変動と降雨や地すべり滑動との対応関係の評価（概成判断） 

 これらの解析等を精度良く行うためには、適切に観測されたすべり面付近の間隙水圧を用いる必要

がある。そのため、複数の帯水層が存在する場合には、部分ストレーナ孔または間隙水圧計による計

測を行うことが望ましい。 
 
2）間隙水圧観測の方法 

現在、地すべり地で行われている間隙水圧観測の方法には、主に以下の3種類がある。 

(1) 全区間ストレーナ孔 
全区間ストレーナ孔による観測は簡便であるものの、地すべり土塊内に複数の帯水層が存在してい

る場合は、これら複数の帯水層が合成されたものとして観測されることから、対象とする帯水層の間

隙水圧を正しく観測できない。 
(2)部分ストレーナ孔 
部分ストレーナ孔による観測は、複数の帯水層がある場合や逸水層がある場合でも、目的とする深

度にストレーナ区間を限定することで、すべり面付近の間隙水圧を観測できる利点がある。 
(3)埋設型間隙水圧計 
埋設型間隙水圧計は、間隙水圧を直接計測できる利点があり、良好なデータが得られると考えられ

るが、深いすべり面への設置やメンテナンス等には技術を要するという指摘もある３）。 
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１．３ 部分ストレーナ孔による間隙水圧観測の手順 

 
部分ストレーナ孔による間隙水圧観測は、以下の手順に従って実施する。 
①観測孔を設置するボーリング孔における水理地質の鉛直分布の調査 
②ストレーナ区間、観測孔の構造（止水区間、止水方法等）の計画 
③部分ストレーナ孔及び観測計器の設置 
④観測及び点検 

 
解説 

部分ストレーナ孔のストレーナ区間と構造を計画するためには、すべり面深度の把握とともに、複

数の帯水層や漏水層の鉛直分布の把握が必要である。 

観測孔のストレーナ区間と構造の計画は、すべり面付近の間隙水圧のみを計測するため、他の帯水

層からの水の回り込みや漏水が生じないよう、調査結果に基づいて適切なストレーナ区間および止水

区間・方法を計画することが重要である。 

部分ストレーナ孔及び観測計器の設置では、計画した深度にストレーナを設置し、他層からの水の

回り込みや漏水を防止するために確実に止水処理を行うことが必要である。また、施工不良が生じな

いように設置状況を確認しながら設置を行うことが重要である。 

観測孔・計測器の設置後は、継続的に観測を行うとともに、データ回収等に合わせて定期的な点検・

整備を実施し、正確な観測が継続できるように努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水理地質調査 

ストレーナ区間、観測孔の 

構造の計画 

部分ストレーナ孔及び 

観測計器の設置 

観測及び点検 

図１－２ 部分ストレーナ孔による間隙水圧観測の手順 

… 連続ステップ孔内試験（試錐日報解析、地下水検層）による 

水理地質（地下水の有無、地盤の透水性の状況）の鉛直分布の把握

… 水理地質調査結果に基づくストレーナ区間、観測孔構造（止水区間・ 

方法）の計画 

… 観測孔・観測機器の設置 

… 観測データの回収、定期的な点検 
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２．水理地質調査 

２．１．概説 

 

 水理地質調査は、観測孔の構造を検討するため、地下水検層や試錐日報解析等の調査によって、観

測孔を設置するボーリング孔の水理地質（地下水の有無、地盤の透水性の状況）の鉛直分布を把握す

る。 

 

解説 

部分ストレーナ区間、観測孔の構造（止水区間、止水方法等）は、観測孔とするボーリング孔にお

けるすべり面付近の水理地質（地下水の有無や地盤の透水性の状況）を調査し、すべり面付近の帯水

層の間隙水圧のみを適切に計測できるよう、調査結果に基づいて計画する必要がある。 

水理地質調査は、地下水検層や試錐日報解析によって行われる。本手引きでは、一孔で水理地質調

査と部分ストレーナ孔の設置を行うことができる連続ステップ孔内試験４，５）について解説する。連続

ステップ孔内試験は、ボーリング掘削中に水理地質を把握できるため、掘削完了後に部分ストレーナ

管を設置できるのが利点である。それに対して、一般的な地下水検層は、ボーリング掘削後に全区間

ストレーナ管をボーリング孔に挿入し、孔壁を保護した上で行うため、そのボーリング孔では部分ス

トレーナ孔を設置することが出来ない。 
水理地質調査の結果は、地下水の有無と地盤の透水性を組み合わせた表２－１の水理地質区分を用

いて、帯水層、漏水層、非透水層（いわゆる難透水層および不透水層に相当）を判定し、後述する水

理地質調査総括図（図２－４）として整理する。その結果から、すべり面付近の帯水層を観測対象と

し、かつ、観測対象以外の帯水層から地下水がボーリング孔内に流入しないようにストレーナ区間を

設定する。また、ストレーナ区間の上下の非透水層において止水処理を行う。 
本手引きでは、部分ストレーナ孔の構造を計画することを主眼として、単純化した表２－１の水理

地質区分を用いた。 
 

表２－１ 水理地質区分 

 
地盤の透水性 

高い 低い 

地

下

水 

有り 帯水層 

非透水層 

無し 漏水層 
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カメラ等の調査も同時に行って、地すべり地内の水理地質状況についてのデータを取得することが望

ましい。連続ステップ孔内試験における調査項目の例を表２－２に示す。 
 

表２－２ 連続ステップ孔内試験における調査項目例 

調査手法 目的 概要（地下水調査への活用） 

標
準 

試錐日報解析 水理地質区分の判定 

水位（水頭）の把握 

作業後水位と翌日水位を比較する。汲み上げ法では作業前

水位の計測時に汲み上げによる水位の回復状況も調査し、

解析を行う。 

地下水検層 水理地質区分の判定 地下水の流動層の把握を行う。地下水検層手法として、食

塩検層、溶存酸素検層、（加熱式）温度検層、孔内流向・流

速測定等が用いられている。連続ステップ孔内試験は、ど

の手法でも実施可能である。 

必
要
に
応
じ
て
実
施

簡易間隙水圧計測 

 （湧水圧試験） 

湧水圧（水頭）、透水係数

の把握 
透水・湧水圧試験器を使用して、湧水圧や地盤の透水係数

を計測する。 

ボアホールカメラ 亀裂の状態等の地質構造

の把握 
ボアホールカメラによる孔壁観察によって、亀裂の状況（開

口状況）等の透水性に関わる地質構造を把握する。地下水

の流入が観察できる場合もある。 

 

①試錐日報解析 

試錐日報解析は、作業後水位と翌日水位の水位変化、翌日水位の汲み上げ時の水位変化から、裸孔

区間の水理地質区分を判定する。また、水位は裸孔区間の水頭（水圧）の目安となる（解説資料２を

参照）。本手引きにおいて試錐日報解析で用いる水位は、対象区間の掘削日を基準として、作業前水位・

作業後水位・翌日水位とよぶ。作業後水位の測定は、水位変化を的確に捉えるため、掘削後直ちに実

施することが望ましい。作業前水位の測定は、ほぼ平衡水位に達したと考えられる自然水位の測定と、

汲み上げを行った時の水位回復の状態の把握を行うことが望ましい。ただし、地下水検層を実施する

場合、地下水検層の実施よりも先に汲み上げを行うと、自然水位での地下水検層が出来なくなるため、

地下水検層時に汲み上げを行う。 
汲み上げによる作業前水位の測定手順の概要は以下の通りである（詳細は解説資料２を参照）。なお、

汲み上げても水位が低下しない場合は、地下水の流入があると判断して測定を終了する。 
 
＜汲み上げによる作業前水位の測定手順（概要）＞ 

1) 自然水位を測定する。 
2) 孔内水を汲み上げて水位を 30～50cm 程度低下させる。  
3) 低下させた状態の水位を測定する。 
4) 水位を低下させてから 10 分間の水位の変化を測定し、水位回復の状態を把握する。 
※地下水検層を実施する場合、自然水位での検層の後に 2)以降を実施する。 
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3) 連続ステップ孔内試験の調査計画 
連続ステップ孔内試験を実施する際の調査項目と実施区間の計画例を表２－３に示す。 

部分ストレーナ孔の構造検討に必要な最小限の調査は、表２－３の①に示す全区間の試錐日報解析

とすべり面付近の地下水検層である。 

地すべり機構解析や地下水排除工の設計等の基礎資料として、全区間の水理地質状況を把握する場

合は、表２－３の②のように試錐日報解析と地下水検層を全区間で行う。その場合は、地下水観測孔

に限らず、孔内傾斜計観測孔等の掘削時に行うこともできる。 

すべり面の下に漏水層が存在する場合は、すべり面を貫通した際に漏水して地下水検層が実施でき

ない場合がある。そのため、事前に近隣のボーリング孔の試錐日報等を確認し、漏水が予想される場

合には、すべり面直上で試験区間を一旦区切ることが望ましい。 

 

表２－３ 連続ステップ孔内試験の調査項目と実施区間の計画例 

ボーリングの 

位置（深度） 

①部分ストレーナ孔の構造検討に 

最小限必要な調査計画 

② 全区間の水理地質状況の把握を 

目的とした場合の調査計画 

試錐日報 

解析 
地下水検層

判定間隔 

（分解能） 

試錐日報 

解析 
地下水検層 

判定間隔 

（分解能） 

地
す
べ
り 

土
塊 

地下水 

なし 

水位なしを 

記録 

 
裸孔区間長 

（通常3～5m）

水位なしを

記録 
 

裸孔区間長 

（通常3～5m）

地下水 

あり 

実施 実施 実施 
検層の測定間隔

（通常25cm）

すべり面付近 

（目安として 

上10m+下5m程

度） 

実施 
検層の測定間隔

（通常25cm）

基盤  
裸孔区間長 

（通常3～5m）
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２．３．水理地質の鉛直分布の調査 

 

 水理地質の鉛直分布の調査は、試錐日報解析と地下水検層の解析結果から水理地質区分を行う。 

 

解説 

水理地質区分は、帯水層、漏水層、非透水層の 3 つに区分する。帯水層については、調査結果に水

頭高さを記載する。 
試錐日報解析のみを実施する区間では、試錐日報解析結果から、裸孔区間ごとに水理地質区分の判

定を行う。試錐日報解析と地下水検層を実施する区間では、地下水検層と試錐日報解析を組み合わせ

て水理地質区分の判定を行う。この場合は、地下水検層による流動状況から、裸孔区間長さよりも細

かく判定が可能である。 
 
1）試錐日報解析のみを実施する区間 

試錐日報解析による水理地質区分の判定は、裸孔区間ごとに、全漏水の有無、汲み上げ後の水位上

昇の有無、翌日水位の低下量の組み合わせによって、帯水層、漏水層、非透水層の判定を行う（表２

－４）。翌日水位の低下量の大小を分ける判断基準は、地下水の賦存状態や地盤状況によって異なると

考えられるため一律に決めることは難しいが、1～3m 程度としている例が多いようである。 
図２－４に水理地質区分を判定した例を示す。この例では深度 25m までが試錐日報解析のみを実

施した区間で、裸孔区間ごとに水理地質区分の判定を行っている。 
 

表２－４ 試錐日報解析（汲み上げ）を用いた水理地質区分の判定 

水位の変化の特徴 
試錐日報

解析判定
水 理 地 質 区 分 

全漏水 汲み上げ後

の水位上昇 
翌日水位の

低下量 

有り － － 全漏水 漏 水 層
裸孔区間に透水性が著

しく高い漏水層が存在

する 

 

無し 

有り － 流 入 帯 水 層 裸孔区間に帯水層が存

在する 

 

無し 

大 逸 水 漏 水 層
裸孔区間に透水性が比

較的高い漏水層が存在

し、帯水層は存在しない 

 

小 変化なし 非透水層
裸孔区間全体が透水性

の低い地盤からなる 

 

 
 

水頭高さ 
GL-12.45m 
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2）試錐日報解析と地下水検層を実施する区間 

地下水検層を実施する場合の水理地質区分の判定は、地下水検層の結果から、流入、全漏水、逸水

（流入なし）、非検出（一部）、上昇流・下降流、非検出（全区間）、逸水（流入不明）に区分し、全区

間非検出の場合に試錐日報の判定を併用する（表２－５、解説資料３を参照）。この判定では、裸孔区

間長よりも細かい判定が可能である。 
 

表２－５ 地下水検層・試錐日報解析を用いた水理地質区分の判定 

地下水検層判定 
(自然・汲み上げ併用) 

試錐日報解析判定 
(作業前後比較) 水理地質区分 

流  入 

 

帯 水 層 水頭高さ 
GL-12.45m 

全 漏 水 
漏 水 層 

逸水 
(流入がないことを確認) 

非検出 
(一部区間) 

非透水層 

 

上昇流・下降流 

非検出 
(全区間） 

変化なし 

逸水 漏 水 層 

逸水 
(流入の有無は不明)  漏水層あるいは帯水層

 

3）水理地質総括図の作成 

水理地質区分の判定を行った結果は、図２－４のような水理地質調査総括図としてまとめる。この

例では深度 25m以下が試錐日報解析と地下水検層を実施した区間で、地下水検層の結果に基づいて、

裸孔区間長よりも細かく水理地質区分の判定を行っている。判定結果の概要を以下に示す。 
 
＜深度 0～14m、17～21m、24～25m＞ 
試錐日報解析：変化なし、水理地質：非透水層 
水位の変化の特徴は、全漏水は無し、汲み上げ後の水位上昇は無し、翌日水位の低下量は小さいこ

とから、表２－４に基づいて、試錐日報解析判定は「変化なし」、水理地質判定は「非透水層」と判定

される。 
＜深度 14～17m＞ 
試錐日報解析：逸水、水理地質：漏水層 
水位の変化の特徴は、全漏水は無し（翌日水位は形成されているため）、汲み上げ後の水位上昇は無
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し、翌日水位の低下量は大きいことから、表２－４に基づいて、試錐日報解析判定は「逸水」、水理地

質判定は「漏水層」と判定される。 
＜深度 21～24m＞ 
試錐日報解析：流入、水理地質：帯水層 
水位の変化の特徴は、全漏水は無し、汲み上げ後の水位上昇は有ることから、表２－４に基づいて、

試錐日報解析判定は「流入」、水理地質判定は「帯水層（水頭高さ GL-2.0m）」と判定される。水頭高

さは、翌日水位から GL-2.0m と判断される。 
＜深度 25～28m＞ 
試錐日報解析：変化なし、地下水検層：流入／非検出（一部区間）、水理地質：帯水層／非透水層 
試錐日報解析は表２－４に基づいて「変化なし」と判定される。地下水検層では、25.00～26.75m

が「流入」、26.75～28.00m が「非検出（一部区間）」と判定される。試錐日報解析と地下水検層の結

果を基に、表２－５によって、水理地質判定は 25.00～26.75m が「帯水層（水頭高さ GL-4.9m）」、

26.75～28.00m が「非透水層」と判定される。 
＜深度 28～31m＞ 
試錐日報解析：逸水、地下水検層：流入／下降流／逸水（流入不明）、 
水理地質：帯水層／非透水層／漏水層あるいは帯水層 
試錐日報解析は表２－４に基づいて「逸水」と判定される。地下水検層では、28.00～29.50m が「流

入」、29.50～30.50m が「下降流」、26.75～28.00m が「逸水（流入不明）」と判定される。表２－５

によって、水理地質判定は 28.00～29.50m が「帯水層（水頭高さ GL-9.0m）」、29.50～30.50m が「非

透水層」、26.75～28.00m が「漏水層あるいは帯水層」と判定される。 
＜深度 31～34m、37～40m＞ 
試錐日報解析：変化なし、地下水検層：非検出（全区間）、水理地質：非透水層 
試錐日報解析は表２－４に基づいて「変化なし」と判定される。地下水検層では「非検出（全区間）」

と判定される。表２－５によって、水理地質判定は「非透水層」と判定される。すべり面付近の帯水

層の上下の非透水層であり、31～34m に上部止水区間、37～40m に下部止水区間を設定する。（３．

１参照） 
＜深度 34～37m＞ 
試錐日報解析：流入、地下水検層：流入／下降流、水理地質：帯水層／非透水層 
試錐日報解析は表２－４に基づいて「流入」と判定される。地下水検層では、34.00～36.25m が「流

入」、36.25～37.00m が「下降流」と判定される。表２－５によって、水理地質判定は 34.00～36.25m
が「帯水層（水頭高さ GL-3.4m）」、36.25～37.00m が「非透水層」と判定される。すべり面深度が

36mであり、34.00～36.25m の帯水層にあわせてストレーナ区間を設定する。（３．１参照） 
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３．部分ストレーナ孔の設置計画 

３．１．部分ストレーナ区間の検討 

 

 ストレーナ区間は、目的とするすべり面付近の間隙水圧のみを計測するため、水理地質調査結果を

もとに計画する。 

 

解説 
部分ストレーナ孔による間隙水圧観測では、すべり面付近の帯水層の水頭高さをすべり面の間隙水

圧とする。そのため，ストレーナ区間を適切な位置に設置することが必要である。 
ストレーナ区間の上部及び下部は、他の帯水層からの水の回り込みや漏水が生じないように確実な

止水を行う。すべり面までで掘り止めた調査孔（ストレーナ区間の下部で漏水がない観測孔）では、

止水処理はストレーナ区間の上部のみで行う。すべり面を貫通する観測孔の止水は、上部及び下部に

ついて検討しなければならない。 
ストレーナ区間および止水区間の設定の考え方を表３－１に示す。 
 

表３－１ 部分ストレーナ区間および止水区間の設定 

ストレーナ区間 ・ストレーナ区間は、すべり面を含むか、または、その直上に位置する帯

水層区間とする。 
・すべり面の近くに複数の帯水層がある場合，それらの水頭高さがすべり

面付近の帯水層と同じであれば，それを含めてストレーナ区間としても

よい場合がある。しかし、帯水層間に漏水層がある場合や，すべり面直

上の帯水層とは異なる水頭高さをもつ帯水層である場合は含めてはなら

ない。 
上部止水区間 ・上部止水区間は，ストレーナ区間より上部にあり、十分な厚さを有する

非透水層とする。 
下部止水区間 ・下部止水区間は、すべり面以深まで掘削した孔で，すべり面以深に漏水

層や水頭高の低い帯水層があり，漏水が懸念される場合に設ける。 
・下部止水区間は，ストレーナ区間より下部にあり，十分な厚さを有する

非透水層とする。 
・すべり面直下に漏水層がある場合は、埋め戻しを行う。 
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４．観測孔の設置 

４．１．部分ストレーナ孔の設置 

 

部分ストレーナ孔の設置においては、計画した深度にストレーナを設置し、確実な止水処理を行う。

また、施工不良が生じないように作業状況を確認しながら設置を行うことが重要である。 

 

解説 
 部分ストレーナ孔の設置においては、まず、孔壁崩壊物やスライムの孔底への堆積による深度不足、

予期しない漏水等の異常がないか等、ボーリング孔の状態を確認してから行う。保孔管の設置にあた

っては、接合部の破損や孔内への落下等に注意する。セメント系、ベントナイト系の止水材について

は、所定の深度に到達するように触針式水位計や検尺棒などで沈殿状況を確認しながら設置する。セ

メント系はグラウトホースを用いるとより確実に設置できる。間詰材についても、充填不良を防ぐた

めに触針式水位計や検尺棒などで沈殿状況を確認しながら設置する（解説資料４を参照）。 

観測孔設置後は、目詰まりを防止するため孔内洗浄を十分に行うほか、観測孔設置後の地下水位と

観測対象とした帯水層の調査時の水頭高さを比較し、大きな差がないことを確認する。 

 

４．２． 観測機器等の設置 

 

観測機器等の設置後は、正確なデータが取得されていることを触針式水位計の計測結果と比較して

確認する。 

 

解説 
観測機器等を計画に基づき設置した後には、触針式水位計の計測結果との比較確認、センサを上下

させた際の追従性の確認等によって、データが正しく取得されているかを確認する。保護設備等につ

いては、設置が適切に行われているか目視等で確認する。点検結果は設置・点検台帳に記録する（解

説資料５を参照）。 
 

４．３．地下水観測孔の設置・点検台帳の整備 

 
観測孔および観測機器に関する情報は、設置・点検台帳に記録し、維持管理に役立てる。 

 
解説 
設置・点検台帳には、観測孔及び観測機器の仕様や作動状況についての情報を記載する。台帳の例

は解説資料５に示した。観測孔の設置時には、観測孔の仕様やその根拠となった水理地質調査総括図、

部分ストレーナ孔構造図等を台帳に記録し、設置及び点検時には点検結果を台帳に記録する。 
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５．観測データの回収と確認・観測孔等の点検 

５．１．観測データの回収と確認 

 

半自動観測の場合は、記録器の記録容量を超える前に適切な間隔で観測データの回収を行う。また、

観測データに異常な値が記録されていないか確認を行い、必要に応じて観測孔や観測機器の点検を行

う。 

 

解説 
記録器の記録容量を超えた場合、データが上書き記録されるなどして、一部のデータの消失が生じ

るため、適切な間隔で観測データの回収を行う必要がある。 

観測データを回収した後には、観測データに異常な値が記録されていないか確認を行う。異常な値

が記録されている場合は、観測孔や観測機器の点検を行う。適切に観測された間隙水圧データであれ

ば、降雨量や地すべり移動量との応答が見られることが多い。 

 

５．２．観測孔の点検 

 
観測孔の点検は、水位変動がほとんど無いなど異常が疑われる観測孔に対して、地すべり活動によ

る観測孔の変形（閉塞）やストレーナの目詰まり等の有無の確認し、必要に応じて洗浄等の対応を行

う。 
 

解説 

地すべり活動による観測孔の変形（閉塞）やストレーナの目詰まり等の疑いがある場合は、孔底深

度の確認、くみ上げによる水位回復や地下水検層等による観測孔としての機能確認を実施することが

望ましい。異常が確認された観測孔については、観測目的や重要度に応じて洗浄や再設置等の対応を

検討する。点検結果は設置・点検台帳に記録して維持管理に役立てることが望ましい（解説資料５を

参照）。 

 

５．３．観測機器等の点検 

 
観測機器等の点検は、データ回収時に１回／年以上行い、観測機器や保護設備等に腐食、破損、変

形等の不具合が生じていないか点検し、必要に応じて修理や交換等を行う。また、水位が正確に計測

できているか確認を行う。 
 
解説 
観測機器は屋外の厳しい自然条件下にさらされるため、長期間にわたって正確な観測を継続してい
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くためには、定期的な点検が必要である。点検では観測機器や機器を保護するための保護設備等に腐

食、破損、変形等の不具合が生じていないかを確認し、必要に応じて修理や交換等を行う。また、正

確な水位が計測できているか、触針式水位計の計測結果との比較確認、センサを上下させた際の追従

性を調査して確認する。点検は１回／年以上をデータ回収時に行い、結果は設置・点検台帳に記録し

て維持管理に役立てることが望ましい（解説資料５を参照）。 
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

a.試錐日報解析            

b.食塩検層（地下水検層）
c.温度検層                  

d.微流速計                  
e.簡易揚水試験            

f.電気探査                  
g.ﾄﾚｰｻ試験             

h.その他                     
複数回答あり

【回答数：280】

べり対策の経験を有する社団法人全国地質調査業協会連合会および社団法人斜面防災対策技術協会の

会員の各社を対象として実施した。 

回答数は、都道府県を対象とした調査が41、社団法人全国地質調査業協会連合会および社団法人斜

面防災対策技術協会の会員を対象とした調査が89であった。 

 

（１）帯水層調査の実施状況 

地下水観測孔を設置する際の帯水層調査は、

必要に応じて実施する場合が61％、特に定めて

いないが27％で、標準仕様として必ず実施する

が 7％程度であった（図 解１－４）。この結果

から、帯水層調査は必ずしも標準とされておら

ず、状況に応じて適宜判断されていることが伺

える。 

 

（２）地下水把握方法 

地下水観測孔の構造を検討する上で有効と考

えている調査は、試錐日報解析と食塩検層（地下

水検層）がそれぞれ約 28％と最多で、次いで簡

易揚水試験が12％、電気探査が10％であった（図 

解１－５）。その中で最も有効と考えている調査

を1つ選ぶ場合は、食塩検層（地下水検層）が最

多の 46％となり、試験が簡単で実績が多く、精

度も高くわかりやすい等の意見が多数あった。 

また、試錐日報解析は地下水把握に有効と回答した実施業者の技術者は 95％に達し、有圧地下水

帯の位置、地層の透水性、地層毎の地下水位などの地下水情報の把握に利用されている。 

 

（３）地下水観測孔の構造 

都道府県の地すべり調査に用いられる地下水

観測孔の頻度のうち約80％の回答が、すべり面

を貫く全区間ストレーナとしているとの回答で

あった（図 解１－６）。部分ストレーナの設置

については、55％がほとんどないと回答した。 

実施業者においても概ね同様の傾向にあり、

部分ストレーナの有効性は多くの技術者が理解

しているものの、実施されている例は少ない。 

図 解１－５ 地下水の賦存状況を把握する有効な 

調査手法について 

[実施業者回答]

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a. ほぼ全て     

b. 7～8割程度  

c. 半分程度     

d. 2～3割程度  

e. ほとんどない 【回答数：33】

図 解１－６  すべり面を貫く全区間ストレーナ孔 

としている頻度 

[発注者回答]

図 解１－４ 地すべり調査における帯水層調査の 

実施状況 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①標準仕様として必ず実施

②必要に応じて実施        

③特に定めはない          

④その他                      
【回答数：41】

[発注者回答]
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２.地下水調査の課題 

これらの調査結果を基に、地下水観測に関する課題を調査、計画等の段階に分けて整理した（表 解

１－１）。以下、各段階における課題について概説する。 

 

表 解１－１ 地すべり地における地下水調査の課題 

段階 課題 原因 調査

全般

地下水調査、間隙水圧計測が実施され
ない

・間隙水圧計・部分ストレーナで水位変動を把握する重要
性が理解されていない
・対策工計画における地下水調査結果の重要性が理解され
ていない

B

・掘進速度が速いとすべり面などの重要な地下水帯の水頭
および透水性が判定できない

B

・作業後の地下水位は削孔水の影響を受けている B

試錐日報解析の判定の個人差 ・標準的な区分、どの程度の水位変動を有意とするかの評
価基準がない

A

・逸水や優勢な地下水帯により，地下水検層が不能となる
・優勢な地下水帯があると孔内水が低下しない

B

・食塩を均一に溶かすことが難しく，不均一だと検出精度
が低下する

B

・孔内水条件（平衡状態では流出入がなくなる）によって
結果が異なる

B

・調査時点では、すべり面位置が不明確 A

・帯水層・逸水層が複雑すぎて確定できない A

・オールストレーナでの観測を標準仕様としている B

部分ストレーナとする場合の基本的な
作業手順・方法

・決まった手法がなく、各技術者の経験や判断に委ねられ
ている

B

・帯水層から孔内への水の出入りが阻害されているのかわ
からない

B

・予定区間を正確に間詰めすることが難しい B

すべり面を掘り抜いた時の埋戻し方法 ・決まった手法がなく、担当技術者の経験や判断に委ねら
れている

AB

止水材の選定・使用方法 ・地質や地下水条件に応じた確実性の高い止水をするため
の各種止水材の使用方法がわからない
・予定区間へ正確に止水材を設置することが難しい

B

解析時に地下水観測孔の諸元が不明な
ことがある

・報告書に記載されていない A

地下水位が設置した水位計の測定範囲
に収まらない

・レンジオーバー
・測定間隔が粗いと水位変動のピークや周期を捉えきれな
い場合がある
・計器設置深度以下に水位が低下する場合がある

B

計測機器の破損・故障 ・動物によるケーブルの破損
・バッテリー異常
・落雷、湿気等による故障

B

調査A：直轄地すべりを対象とした資料分析調査（H22調査）

調査B：都道府県及び民間会社を対象としたアンケート調査（H23調査）

地下水検層等が実施されても観測孔構
造に反映されない（全区間ストレーナ
になってしまう）

掘進速度が速い場合やケーシングによ
り，細かな水位変化が把握できず，削
孔水の影響もあって，本来の地下水位
を反映しない。

ストレーナの仕様およびフィルターと
間詰材の選定・使用方法

全深度掘削後に検層をすることが多い
ため，逸水や複数の地下水帯の影響
で，すべり面の地下水帯の状況が把握
できない。

観測

調査

計画

設置

 

 

１）地下水観測全般 

地すべり対策で最も多く実施されている地下水排除工を検討するにあたり、地下水調査は非常に重
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要であるが、地下水調査の重要性が十分に理解されていないことが課題として指摘される。 

また、すべり面付近の地下水を観測するための部分ストレーナ孔の構造や設置に関する具体的な方

法について整理されているものは少なく、調査を実施する各技術者の経験や判断に委ねられているの

が現状である。地すべり対策を効果的に計画するためにも、部分ストレーナ孔による地下水観測の標

準化や適用性の整理が重要である。 

 

２）調査段階 

試錐日報解析と地下水検層が実施される機会の多さを反映してか、これらの調査手法に関する指摘

が多い。 

試錐日報解析では、試錐日報解析における判定の個人差による評価のバラツキ、掘進速度とコスト

のバランス、削孔水による解析精度への影響などの課題があげられる。また、試錐日報を作成するオ

ペレータに重要性を理解してもらうことが課題とする意見も多く、それらのためのマニュアルの整備

や啓蒙方法の検討を行う必要があると考えられる。 

地下水検層（食塩検層）は帯水層の把握に最も多く利用されているが、その一方で課題も多く、塩

分濃度を均一にする難しさ、劣勢な流動状態による検出限界、孔壁状態やストレーナの開口率による

地下水流動への影響に関する検討の必要性などがある。 

 

３）計画段階 

計画段階では、試錐日報解析や地下水検層の調査結果が地下水観測孔のストレーナ区間や構造の決

定に活用されていないことが指摘される。地下水検層は多くの地区で実施されていたが、その結果を

活用してストレーナ区間が設定されることがなされていないことが明らかとなった。また、試錐日報

解析でも地下水状況に関する情報が得られるが、これも活用されていない。その結果、すべり面に作

用する地下水をうまく捉えられていないことが多いようである。もちろん、すべり面付近に複数の帯

水層が存在するためにすべり面に作用する地下水帯を特定することが困難な場合や、地下水調査以外

の要素として、ボーリング段階でコア判定等からすべり面を特定することが難しいという場合もある。

しかし、そのような難しい状況でない限りは、地下水調査結果に基づいて、すべり面付近の地下水帯

を観測出来るように検討すべきである。 

地下水観測孔の構造の計画については、ストレーナや間詰め材、止水材等が仕様で定められている

ことは少なく、各現場で判断されていることが多いようである。そのため、今回のアンケートから判

明した課題について、標準的手法やノウハウを整理し、普及を図っていくことが重要と考えられる。 

 

４）設置段階 

設置段階では、標準的手法がないことや、現場作業の難しさが指摘される。ストレーナ構造を決定

した考え方が報告書等に残されていない事例が多かったが、機構解析や対策工の効果評価にあたって

は、観測された地下水位を解釈することも必要であり、地下水観測孔の設置に関する情報は重要であ
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る。 

 

５）観測段階 

観測段階では、観測不能となることを避けることが課題である。特に、動物によるケーブルの破損、

バッテリー異常、落雷、湿気等により測定不能となった例が多い。これらの苦労・失敗事例とその対

処のノウハウを継承していくことで、失敗の少ない計器設置につながると考えられる。 

 

３.地下水調査の解決の方向性について 

これらの課題に対して、それぞれの原因・背景を分析しながら解決の方向性を見いだしていくこと

が必要である。次に、いくつかの課題について具体的に解決の方向性（案）を述べる。 

 

（１）地下水観測孔の設置手法の標準化 

地下水調査に基づく地下水観測孔の設置方法の標準化（手引きの作成）をすることが必要と考えら

れる。試錐日報解析や地下水調査等の結果をストレーナの位置の決定に反映させる手法やその際に注

意すべき事項等が内容として必要であると考えられる。すべり面に関与する地下水位を捉えるための

ストレーナの設置方法についても標準化または適用性の整理が必要であると考えられる。 

また、試錐日報解析を地域差や個人差なく同じ指標・精度で行うための判定基準の作成や実例集の

作成も有効と考えられる。 

 

（２）試錐日報解析と地下水検層等の総合的な解析と連続ステップ孔内試験 

調査段階での課題の解決の方向性として、試錐日報解析と地下水検層等の総合的な解析が重要であ

ると考えられる。 

詳細な帯水層把握が必要な場合には、連続ステップ孔内試験によって計測区間を短く取りつつ、詳

細に帯水層や逸水層を調査することが有効である。連続ステップ孔内試験では裸孔区間で孔内試験を

行うため、感度良く地下水流動を捉えることができる。これに汲み上げ法を併用すれば、劣勢な流動

層や地下水位が平衡状態になっている場合でも、流動層の検出が出来る。また、連続ステップ孔内試

験は掘進する過程で実施するため、掘進完了後にすべり面が特定できれば、部分ストレーナ孔を設置

することが可能である。 

試錐日報解析による流動層の判定は、どの程度の水位変動を有意とするのかの評価が難しい。しか

し、孔内試験を実施する区間以外はケーシングで止水されている連続ステップ孔内試験であれば、前

日作業後水位と翌日作業前水位の比較により、相当程度、流動層を区分することは可能と考えられる。 

 

（３）部分ストレーナ孔設置時における留意点 

観測孔設置時における遮水材や間詰材の選定および充填方法は、担当技術者の経験によって、各現

場で工夫されているのが現状である。そのため、手法と留意点を整理することは有用であると考えら
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れる。 

間詰めに際しては、間詰材と保孔管に巻くフィルター材は地下水の流動性とフィルター効果（地山

の細粒分や間詰材が保孔管内に入らないようにする効果）を両立する素材を選定する必要がある。特

に砂など細かい間詰材の場合は、孔内水の区間で沈降する時間が掛かるため、充填しすぎないように

投入後に時間をおいて次の投入を行う等の対応が必要である。 

止水に際しては、実績のある材料があるので、適用条件、削孔径や地質・地下水状況に応じて適宜

選定し、適切に組み合わせることも効果的である。 

 

（４）記録の様式化・施設台帳化 

記録の様式化を図り、施設台帳として整備することも重要であると考えられる。特にストレーナ設

置方法やその考え方を記録し、次の観測孔設置や観測水位の妥当性検証、対策工の効果検証の際にも

活かすことが出来ると考えられる。 

 

４.おわりに 

資料分析調査及びアンケート調査から明らかになった地すべり地における地下水観測の実態を基に、

課題の整理と解決の方向性についての検討を行った。これらの課題を解決するため、現時点の知見を

基に「部分ストレーナ孔による間隙水圧観測の手引き（案）」をとりまとめた。幾つかの課題について

は対応が出来なかったものもあるが、部分ストレーナ孔による間隙水圧観測の事例を蓄積することで

将来的に課題の解決を図っていくことが重要である。 
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３.調査における留意点 

掘進中のケーシングによる適切な止水と確実なデータの採取が重要である。1 日の掘進区間が長い

場合や、ケーシングを用いずに掘進を進めた場合には、判定は複雑で困難となるほか、作業終了時に

ケーシングを孔底まで挿入すると解析ができなくなるので、次の点に留意する。 

1) 掘進は、ケーシングで湧水・漏水区間を確実に止水しながら進める。 

2) 原則として当日掘削区間のみを裸孔とする。掘削区間に崩壊等が生じた場合はケーシングを挿入

せずに、その状態で計測を進める。 

3) 前日掘削区間のケーシングによる保孔は、作業前水位計測および汲み上げ時の水位変化の計測後

に行う。（地下水検層等を実施する場合も保孔前に行う。） 

4) 掘進中にケーシング保孔が必要な場合は、ケーシング挿入前と挿入後の地下水位を記録する。 

5) 全深度掘進終了後、ケーシングを抜いた作業完了後の孔内水位も記録する。 

6) 前夜および当日の天候を記録する。 

7) データは、欠測がないようにしなければならない。 

 

４．結果の判定 

試錐日報解析（汲み上げ法併用）の判定基準を表 解２－１に示す。判定は、試験区間ごとに行う。

まず、作業後水位と翌日水位の変化によって、帯水層・漏水層・非透水性あるいは帯水性・漏水層あ

るいは帯水性の４つに分類する。これは、食塩検層との総合判定の際に用いる。 

汲み上げ法では、「非透水層あるいは帯水層」、「漏水層あるいは帯水層」について、水位上昇が計測

されていれば帯水性、そうでなければ非透水層・漏水層と判定し、分類を絞り込む（表 解２－２）。 

 

表 解２－１ 試錐日報解析（汲み上げ）を用いた水理地質区分の判定 

水位の変化の特徴 
試錐日報

解析判定
水 理 地 質 区 分 

全漏水 汲み上げ後

の水位上昇

翌日水位の

低下量 

有り － － 全漏水 漏 水 層
裸孔区間に透水性が著

しく高い漏水層が存在

する 

 

無し 

有り － 流 入 帯 水 層 裸孔区間に帯水層が存

在する 
 

無し 

大 逸 水 漏 水 層
裸孔区間に透水性が比

較的高い漏水層が存在

し、帯水層は存在しない 

 

小 変化なし 非透水層
裸孔区間全体が透水性

の低い地盤からなる 
 

 

水頭高さ 
GL-12.45m 
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ような自然状態の水位ではわからない。 

図 解３－２は、図 解３－１の状態から水位を変化させた場合の孔内水の流動状況を示している。

(a)では、水位を低下させると、孔内の地下水位が帯水層の水頭より低くなり、帯水層から孔内に地下

水が流入して上昇流が生じるため、帯水層が捉えられる。(b)は、水位を低下させても地下水の流れは

かわらないが、逸水区間が帯水層ではないことが確認できる。(c)は、水位を低下させると、孔内水位

が逸水区間の帯水層の水頭より低下した時点で流入が生じ、帯水層であることを確認することができ

る。また、汲み上げによる水位低下だけでなく、注水による水位上昇によっても流動の変化が生じる

（d）。 

図 解３－３は、平衡状態にある帯水層を含む区間において、自然状態で実施した食塩検層結果と汲

み上げ法により水位を低下させて実施した検層結果を示したもので、汲み上げ法により帯水層からの

明瞭な流入が捉えられている。 

地下水検層には、食塩検層や孔内微流速測定・流向流速測定・加熱式地下水検層などの方法がある

が、地下水検層は、自然状態（自然水位法）と強制的に水位を低下させた状態（汲み上げ法）で実施

する。 

 

 

図 解３－３ 食塩検層による自然水位法と汲み上げ法による結果 
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３．孔内流向流速測定 

 孔内流向・流速測定はボーリング孔内の孔内水の流向・流速を測定できるプローブを挿入し、深度

方向に連続して測定することで水みちを検出する計測手法である。計測器は、プロペラ式や電磁式フ

ローメーターにより鉛直方向の水流を測定するもの、ビデオカメラにより孔内水中の浮遊粒子の方向

と量から水平方向の流速・流向を解析するものなど複数存在する。また計測手法は、孔内水位を定常

状態で測定するもの、注水あるいは揚水により孔内水の水頭を変化させることで水みちを検出しやす

くする手法もある。 

地すべり調査で適用できる、現在国内で入手可能な孔内流向・流速測定器を表 解３－３に示し、試

験結果の例を図 解３－８に示す。 
 

１）孔内微流速測定１） 

①手法と原理 

ボーリング孔内水の鉛直方向の流速を計る調査手法で、透水係数が10-6m/s (10-4cm/s)以上の比較

的高い透水性を示す地盤に適した試験である。また、不圧地下水と被圧地下水の区別なく透水係数

が求められること、試験区間を限定する必要がない、すなわち試験区間を長くとった方がより良い

データが得られるという特徴がある。 

また、孔内水の水質には影響を受けないので、食塩検層では実施が難しい電気伝導度が高い地下

水でも実施可能である。 

ただし、孔内微流速計の測定原理は、孔内水の動きを羽根の回転を光学センサにて検出するため、

孔内水が濁っている場合には羽根の回転部に微粒子が詰まって回転が渋くなること、あるいは光学

センサの感度が下がることがある。そのため、ステップ式で使用する場合は孔底に溜まっている沈

殿物をできるだけ巻き上げないように注意するとともに、沈殿材を投入するなどの測定条件（環境）

を改善する。 

 

②測定手順 

 一般的にはプローブを孔底まで降下し、各深度で流速を測定しながら引き上げる。測定間隔は

0.25～0.5m間隔が標準であるが、流速の変化する箇所は0.1m、変化のない区間は1mなど適宜調整

する。 

孔内水の上下流の判定は、同一区間にてプローブを上下させて上昇時にカウント数で減少するな

ら上昇流、上昇時に増加するなら下降流である。なお、孔内水が濁っている場合は沈殿物を巻き上

げないようにプローブを下げながら測定を行い、上昇流・下降流の判定は流速の計測後に実施する

など工夫が必要である。 
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③結果の解釈 

測定結果の模式図を図 解３－８に示す。自然状態での測定により、2層以上の透水層が存在する場

合は水頭の高い層から低い層へとボーリング孔を通じて上昇流あるいは下降流が生じる。このとき、

流速が変化する区間が帯水層であり、その流向からそれら帯水層が被圧している帯水層（湧水区間）

か漏水層（逸水区間）かを判別できる。 

 また、注水（あるいは揚水）して自然状態から水頭を変化させることで、孔内水の流速や流向が変

化する。自然状態と注水状態の差を取り、流速差の勾配が急な部分は透水性が高い、逆に勾配が緩い

部分は透水性が低いことを示す。 

 なお、流速差の勾配は単位区間あたりの湧水あるいは逸水の変化量であり、de Dupitの式を適用し

て透水係数を求めることができる（算出方法は文献１）を参照）。 

  
 
 
 
 
 
 

 

図 解３－８ 孔内微流速測定の概念１）に加筆 

２）流向流速測定 

①手法と原理 

ボーリング孔内水の水平方向の流向と流速を計る調査手法で、透水係数が1×10-5～6×10-3m/sec (1

×10-3～6×10-1cm/sec)の透水性を示す地盤に適した試験である。孔内水の水質には影響を受けないの

で、食塩検層では実施が難しい電気伝導度が高い地下水でも実施可能である。 
孔内微流速計の測定原理は、地下水中に混入している微細物質をトレーサーとして動きをカメラで

捉え選択して移動距離と方向を求めるものである。撮影映像を保存することにより、測定後に結果を

整理することも可能である。地下水中の微細物質に光を当ててできた影を捉えるため、孔内水の濁度

が高い場合には影を捉えにくくなることがある。そのため、孔底に溜まっている沈殿物をできるだけ

巻き上げないようにプローブの上げ下げには注意が必要である。 
 

②測定手順 

プローブを測定深度まで移動させ固定した後に撮影映像を確認しながら、タブレット PC に撮影さ

れた画像に表示された微細物質の移動をタッチペンで追尾することで流向と流速を即時に確認する。 
各深度にプローブを移動させることにより孔内水が掻き乱されるため、孔内水の流れが一定になるこ

とを確認した後に測定を実施する必要である。 

被圧帯水層 

漏水層 
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表 解３－３ 孔内流向・流速計測手法一覧 

計測手法 適用径 概要 

孔内微流速測定 

 

φ50mm以上 

(外径42mm) 

・プローブに取り付けられたプロペラ

の回転により、孔内水の下降流・上

昇流の流速を計測する。 

・プロペラの回転数は、光電素子によ

り検出するため孔内水の濁度が高

い場合は測定することができない。 

・注水あるいはくみ上げにより孔内水

の水頭を変えて測定すると透水係

数の算出が可能。 

・適応流速 2～200cm／秒。 

・従来型はセンサ部が組立式なので、

現場での分解清掃が容易。改良型は

センサ部が固定式なので取扱いは

容易。 

流向流速測定 

 

φ40mm以上 

(外径34mm) 

 

・ビデオカメラで撮影した孔内浮遊

粒子の動きの方向や速度から水

平方向の流向・流速を半自動で算

出する。 

・浮遊粒子がない清水の場合は、ト

レーサーを投入する。 

・適応流速 0.01～6.00mm/秒。 

・孔内水の濁度が高いと測定できな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��� 

 

計測器 

流向流速測定 孔内微流速測定１）

図 解３－９ 孔内流向・流速測定の結果例 

水みち 

水みち 

①自然水位状態 

②注水状態 
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③実施上の留意点 

孔内流向・流速測定を実施する際は、計測器の外径に応じた削孔径や保孔管を使用する必要がある。

したがって、使用する計測器や実施時期などの計画をボーリング調査の計画時にあらかじめ立ててお

く必要がある。 

孔内流向・流速測定を裸孔条件で実施する場合は、孔壁崩壊や浮遊物の沈殿による孔内事故に留意

する。孔内事故の軽減のためには、先に手計り式水位計や確認用のプローブ等を挿入して安全を確認

したうえで計測機器を挿入する方法がある。 

水理地質区分の検討は、測定結果に加えボーリングコアの割れ目などの状況や試錐日報解析の結果

を考慮する。その際、計測時の揚水や注水によりボーリング孔の孔壁や周辺の水みちの状態が変化し、

計測の前後で透水性が変わることがあることに留意する。 

 

３）加熱式地下水検層 

①測定の原理と機器の構成 

加熱式地下水検層は、ヒータで加熱された地下水の温度の変化から地下水流動層の深度と規模を検

出する方法で、その原理は、発熱体による孔内水温の上昇・下降が地下水流動による熱損失で変化す

るとの考えに基づいている。 
 加熱式地下水検層器の機器構成の模式図を図 解３－１０に、使用機器を図 解３－１１に示す。加

熱式地下水検層器は、ヒータと温度センサを配置した「検層器」、検層器を一定速度で降下させる「昇

降機」、データ計測・収集の「計測器類」で構成さ

れる。 
 検層器のセンサの配置を図 解３－１２に示す。

検層器は、地下水を加熱するヒータの上下に地下

水温を測定する温度センサを取り付けたプローブ

である。センサを降下させながら観測孔内の温度

を約 1 cm ごとに計測する。地下水流動層では、

ヒータによりいったん上昇した地下水温が、ボー

リング孔内に流入する地下水で熱が奪われること

により低下することを利用して流動層を検出する。 
 
②測定と結果の整理 

観測孔内の地下水面下にセンサを下降させながら、もとの地下水温 Tw1、ヒータにより加熱された

地下水温Th、加熱後一定時間経過した後の地下水温Tw2 を計測する。ここから、各深度における加熱

率 を 
＝（Tw2－Tw1）／（Th－Tw1） ・・・（1） 

により求める。地下水の流動が大きいほど、加熱された地下水温が素早く低下し、 が小さくなる。 

図 解３－１０ 加熱式地下水検層器の構成模式図 
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解説資料４ 部分ストレーナ孔の標準的な構造の検討と設置における留意点 

 

１．概説 

本章では、部分ストレーナ孔の標準的な構造を示し、地盤状況や水理地質区分に合ったボーリング

削孔径や設置資材の選定方法を述べる。また、部分ストレーナ孔の設置において各部分の所定の機能

を発揮し、施工不良や異常が生じないための留意点について解説する。 

なお、ここでは部分ストレーナ孔を対象とし、全区間ストレーナ孔および変位計測併用孔（パイプ

歪計と地下水観測の併用等）は対象としない。 

 

２．部分ストレーナ孔の標準的な構造および設置資材の選定 

１）部分ストレーナ孔の標準的な構造 

 部分ストレーナ孔の標準的な構造を図 解４－１に示す。部分ストレーナ孔は、保孔管、止水材、間

詰材およびフィルター材等の設置資材から構成され、止水材の種類に応じて３つの標準的な構造に分

けられる。１つ目は、吸水により膨張する性質のゴム製止水材を保孔管に巻きつけて孔内に挿入し、

地山の地下水により止水材が膨張することで止水する方法である。２つ目は、孔内に保孔管を入れた

後にベントナイト系の材料を孔口から投入し、地山の地下水により材料が吸水膨張することで止水す

る方法である。３つめは、パッカーを保孔管に被せて孔内に挿入し、パッカーに水圧をかけて膨らま

して孔壁と密着させて止水する方法である。いずれの方法も実績があるので、削孔径や水理地質鉛直

分布調査時の状況や部分ストレーナ区間の検討結果に基づき適宜選定する。止水材の選定方法の詳細

は４）で述べる。設置資材は地盤状況や水理地質区分に応じて適切に選定する。 

 

２）ボーリングの孔径 

削孔径はφ66mm～86mmが標準的であり、使用する保孔管や接続方法、止水材の種類等を考慮して決

める。削孔径と保孔管の外径とのクリアランスが小さい場合は、止水材や間詰め材の使用時に詰まり

や充填不良などのリスクが高くなるので作業には細心の注意が必要となる。 

 

φ66mm：VP40塩ビ管でねじ切り接続・止水材はゴム製止水材やベントナイトを使用する場合 

φ86mm：VP40塩ビ管でソケット接続・止水材はベントナイトペレットを使用する場合 

VP50塩ビ管でねじり接続、孔内微流速測定など内径50mmまでの機器を挿入する場合 

  VP40塩ビ管で止水材にパッカーを使用する場合 

  1孔にVP30塩ビ管を2本入れて2層の帯水層の地下水位を計測する場合    など 

 

３）保孔管 

保孔管には塩ビ管が通常用いられ、保孔管内外の水の出入りを妨げないようにストレーナ加工を施

す。塩ビ管の径はVP40が標準的であるが、検層を行う場合に孔径の大きいVP50を、複数深度で観測
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６）その他 

観測孔設置後は、目詰まりを防止するため孔内洗浄を十分に行う。また、観測孔設置後の地下水位

と帯水層の調査時の水頭高を比較することで、計画した部分ストレーナ孔が正しく設置されているか

確認する。 

 

参考文献 

１）Gibbs, R. J., Matthews, M. D., and Link, D. A. (1971): The relationship between sphere size 

and settling velocity. Journal of Sedimentary Petrology, 41, no. 1, pp.7-18. 

２）Le Roux, J. P. (2005): Grains in motion: A review. Sedimentary Geology, 178, no. 3-4, 

pp.285-313. 
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解説資料５ 部分ストレーナ孔の設置・点検台帳（案） 

 

１．部分ストレーナ孔及び観測機器の点検 

観測機器は屋外の厳しい自然条件下にさらされるため故障や破損が生じる場合がある。また、地す

べり活動による部分ストレーナ孔の変形（閉塞）やストレーナの目詰まり等が生じて、観測に支障を

来す場合がある。そのため、長期間にわたって異常のない観測を継続していくためには、定期的な点

検が必要である。点検は１回／年以上をデータ回収時に行うことが望ましい。 

 

２．部分ストレーナ孔の設置・点検台帳（案） 

以下のような場合、観測孔や観測機器の仕様、現在の状態等の情報が必要となる。 

○観測データや計測器等に異常が見られた際の不具合理由の推定 

○同一の帯水層の観測を継続するために観測孔を再設置する場合 

そのため、設置時には観測孔や観測機器の仕様を記録し、点検した際にはその結果を記録する台帳

を整備することが望ましい。本手引きでは、そのような設置・点検台帳（案）として、表 解５－１と

表 解５－２に様式案を示した。 

 

３．観測孔設置時に作成する帳票（Ａ票） 

 観測孔の設置時には、観測孔の仕様やそれを決める根拠となった鉛直水理地質調査総括図、部分ス

トレーナ孔構造図等を台帳に記録する。各項目の記入要領は以下の通り。 

(1) 地区名／ブロック名 

 観測孔を設置した地すべりの地区名及びブロック名を記載する。 

(2) ボーリング孔番号 

 観測孔を設置したボーリング孔の番号（記号）を記載する。 

(3) 設置年月日 

 観測孔を設置した年月日を記載する。 

(4) 緯度／経度 

 観測孔設置位置の緯度及び経度を記載する。 

(5) 設置業務名／受注者 

 観測孔を設置した業務名と受注者を記載する。設置時の詳細な状況を調べる必要が生じた際に、設

置作業が含まれる業務報告書を参照できるようにする。 

(6) 削孔長／削孔径 

 観測孔を設置したボーリング孔の削孔長と削孔径を記載する。 

(7) 部分ストレーナ設置深度 

 部分ストレーナ区間の上端と下端深度を記載する。 
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(8) 水理地質総括図／部分ストレーナ孔構造図 

 部分ストレーナ孔の構造を決める根拠となった水理地質総括図と部分ストレーナ孔構造図を貼付す

る。 

 

４．計測器及び観測孔の点検時に作成する帳票（Ｂ票） 

 観測孔の設置時の初回点検とデータ回収時の定期点検の点検結果を台帳に記録する。各階の点検毎

に1枚の台帳を作成し、通し番号（帳票番号）をつけて整理する。 

 下記項目の(1)～(4)は基本的な項目、(5)～(7)はデータ回収時に実施する項目、(8)～(11)は異常が

認められる際に実施する項目、(12)～(16)は水位計を設置（再設置）した際に記載する項目である。

各項目の記入要領は以下の通り。 

(1) 地区名／ブロック 

 観測孔を設置した地すべりの地区名及びブロック名を記載する。 

(2) ボーリング孔番号 

 観測孔を設置したボーリング孔の番号（記号）を記載する。 

(3) 点検年月日 

 点検を実施した年月日を記載する。 

(4) 点検者／所属 

 点検実施者の氏名及び所属を記載する。 

(5) 目視による外観チェック 

観測機器（センサ、ケーブル、端子、ロガー）及び保護設備等に腐食、破損、変形等の異常が生じ

ていないか点検を行い、その結果を記載する。「不良」、「その他」とした場合は備考に状況を記載する。 

(6) 簡易動作試験１（触針式水位計との比較） 

正確な水位が計測できているか確認するため、触針式水位計と比較を行い、その結果を記載する。

「不良」、「その他」とした場合は備考に状況を記載する。 

(7) 簡易動作試験２（センサを上下動させた場合の追従性） 

正確な水位が計測できているか確認するため、センサを上下させた際の追従性の確認を行い、その

結果を記載する。「不良」、「その他」とした場合は備考に状況を記載する。 

(8) 孔底深度の確認 

 観測孔の変形・閉塞状況や孔内への土砂流入状況を確認するため、孔底深度の確認を行い、その結

果を記載する。「不良」、「その他」とした場合は備考に状況を記載する。 

(9) ＣＣＤカメラ等による内部視認 

 観測孔の変形・閉塞状況や孔内への土砂流入状況を確認するため、ＣＣＤカメラ等による内部視認

を行い、その結果を記載する。「不良」、「その他」とした場合は備考に状況を記載する。 

(10) 揚水による水位回復確認試験 

ストレーナの目詰まりを確認するため、揚水による水位回復確認試験を行い、その結果を記載する。
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「不良」、「その他」とした場合は備考に状況を記載する。 

(11) 検層による流動層の確認試験 

ストレーナの目詰まりを確認するため、検層による流動層の確認試験を行い、その結果を記載する。

「不良」、「その他」とした場合は備考に状況を記載する。 

(12) 製造者／型式 

 水位計の製造者（メーカー名）及び型式を記載する。 

(13) 計測間隔 

 水位データの計測間隔（記録間隔）を記載する。 

(14) データ最大蓄積期間 

 水位データの最大蓄積期間を記載する。 

(15) 係数  

 製造者から指定された水位計固有の係数を記載する。 

(16) 水位計設置深度 

 水位計設置深度を記載する。 
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表 解５－１ 部分ストレーナ孔の設置・点検台帳（１） 

 

��

項 目 内 容

地区名／ブロック名

ボーリング孔番号

緯度／経度

設置年月日

設置業務名／受注者

削孔長／削孔径

分ストレ ナ ���� �� �

水理地質総括図／
部分ストレーナ孔構造図
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表 解５－２ 部分ストレーナ孔の設置・点検台帳（２） 

 

点検
時期

種別 点検目的 点検方法 点検結果 
（注） 備考

１．観測機器・
保護設備等
の確認

目視による外観
チェック
（ｾﾝｻ・ｹｰﾌﾞﾙ・端子・ﾛ
ｶﾞｰ・保護設備等）

良好 ・ 不良
・ その他

簡易動作試験１
（触針式水位計との比
較）

良好 ・ 不良
・ その他

簡易動作試験２
（センサを上下動させ
た場合の追従性）

良好 ・ 不良
・ その他

孔底深度の確認
良好 ・ 不良

・ その他

ＣＣＤカメラ等によ
る内部視認

良好 ・ 不良
・ その他

揚水による水位回
復確認試験

良好 ・ 不良
・ その他

検層による流動層
の確認試験

良好 ・ 不良
・ その他

備考

（注）：「不良」、「その他」とした場合は備考に状況を記載する。

点検年月日

ボーリング孔番号

地区名／ブロック名

項 目

水
位
観
測
孔

観
測
機
器
・
保
護
設
備
等

２．測定値の
信頼性検証

デ
ー

タ
回
収
時

異
常
等
が
認
め
ら
れ
る
場
合

点検者／所属

データ最大蓄積期間

内 容

�ストレ ナ 設 ・ � ）

３．ストレーナの
目詰まり状況
の確認

１．観測孔の変形
・せん断による
閉塞の状況
確認

２．観測孔内へ
の土砂流入
状況の確認

水位計仕様設
置
（

再
設
置
）

時 水位センサ設置深度

係数／初期値

計測間隔

製造者／型式

 



土木研究所資料 

TECHNICAL NOTE of PWRI 
No.4283 May 2014 

編集・発行 ©独立行政法人土木研究所 

本資料の転載・複写の問い合わせは 

独立行政法人土木研究所 企画部 業務課 

〒305－8516 茨城県つくば市南原1－6 電話029－879－6754


